様式３（第８条関係）

外国人材地域共生推進事業費補助金
事業変更計画書
（所在地）　　　　　　　　　　　　　
（名　称）　　　　　　　　　　　　　
（代表者）　　　　　　　　　　　　　
１　変更理由
	


２　対象事業
	
	日本のルールやマナーを学ぶ研修を含む、外国人材を対象に行う日本語能力向上研修事業

	
	地域の文化、伝統行事の体験事業・日本人社員や地域住民との交流事業

	
	上記両方の事業の組み合わせ


※交付決定を受けている事業について、✓マークを付けてください。
３　変更内容
（１）事業の内容
	変更前
	変更後

	
	


４　経費詳細（事業変更計画書）
＜収入の部＞
	区分
	内容
	予算額

	
	
	変更前
	変更後

	県補助金
	
	
	

	小計
	
	Ａ
	
	a
	

	市町村費
	
	
	

	小計
	
	Ｂ
	
	b
	

	自己負担
	
	
	

	
	
	
	

	その他の収入
	
	
	

	小計
	
	Ｃ
	
	c
	

	合計
	
	
	


【記入上の注意】
・　『その他の収入』には「資料代、テキスト代等の事業の実施にあたって参加者等から徴収する費用」「寄付金（当該事業に使途が限定されたものに限る）」「協賛金」など、補助金・自己負担以外の当該事業に係る収入を記載すること。

＜支出の部＞
	区分
	内容
	積算明細
	補助事業に
要する経費
（円）
	補助対象
経費
（円）

	
	
	変更前
	変更後
	変更前
	変更後
	変更前
	変更後

	謝金
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	

	旅費
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	

	事業経費
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	その他
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	
	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	
	
	D
	
	d
	


【記入上の注意】
　・補助対象外の経費も含め、事業に要する経費をすべて計上してください。
　・「補助対象経費」は「事業に要する経費」のうち、補助対象となる経費の額を記載してください。
・人件費、飲食費、宿泊費、電話代及びインターネット利用料金等の通信費、各種添付書類の発行手数料、振込等手数料（代引手数料を含む。）、公租公課（消費税及び地方消費税等）等の経費は対象外です。
・講師謝金は、源泉徴収前の総額を記入してください。源泉徴収税額（所得税及び復興特別所得税）は補助対象外とし、別途処理してください。

５　申請額の変更
　□ 変更あり
　□ 変更なし

※『変更あり』の場合、以下に当初交付決定額、変更申請額を記入すること。

	当初交付決定額
	＝
	
	円



	変更後の補助対象経費から収入を控除した額［e］
	＝
	
	円

	
	
	[ｄ－(ｂ＋ｃ)]
	



	eの２分の１［f]
	＝
	
	円

	
	※1,000円未満切り捨て



	変更申請額
	＝
	
	円

	
	［fと上限額２０万円の
いずれか低い額］
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